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議会運営委員会記録 

 

１．期 日 令和７年 11 月 18 日(火)               開会 13 時 34 分 

                                開会 14 時 05 分 

２．場 所  第１委員会室 

 

３．議 題 ①令和７年第４回二宮町議会定例会の運営について 

      ②令和８年二宮町議会定例会開催予定表（案）について 

 

４．出席者 根岸委員長、古谷副委員長、岡田委員、羽根委員、小笠原委員、松﨑委員、

浜井委員、善波委員、前田議長 

事務局 議会事務局長、庶務課長 

傍聴議員  ３名 

一般傍聴者 １名 

 

５．経過 

   議長あいさつ 

                                        

   ①令和７年第４回二宮町議会定例会の運営について 

 

委員長  令和７年第４回二宮町議会定例会の運営について議題と

いたします。執行者側より説明をお願いいたします。 

 

総務課長  「令和７年第４回二宮町議会定例会上程議案説明資料」

資料に基づく説明。 

 

委員長  ではこれより質疑に入ります。質疑のある方はいらっし

ゃいませんね。 

 （「なしとの声あり」） 

 

委員長  ないようですので、次に、事務局から議事及び会期日程

（案）についての説明をお願いいたします。 

 

事務局長  「令和７年第４回二宮町議会定例会 議事及び会期日程

（案）」資料に基づく説明。 

 

委員長  ただいま局長より説明がございました。この中で協議を

要する事項について、委員の皆さまで協議をお願いいたし

ます。協議事項、陳情の取り扱いと執行者への出席要請に

ついてです。７点あります。１つ目、夜勤規制と大幅増員

で安全・安心の医療介護の実現を求める陳情書についての

取り扱いはいかがいたしましょうか。 

 

小笠原  大事な陳情内容だとは思っております。しかし説明者が
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来ないのは非常に残念だと思うわけで。私としては、説明

者いなくても、この陳情に沿って審議したいと思っており

ます。以上です。 

 

松﨑  これは私の今までのスタンスになるんですけれども、こ

ういった町民からの切実な思いっていうのはもう、最大限

の敬意を払って、受入れるけれども、これはそうではない

ということと、残念ながら趣旨説明にいらっしゃらないっ

ていうのは、私としては机上配付と言わざるをえないのか

なと思って読ませていただきました。 

 

委員長  机上配布と審査をするという２つのご意見が出ました。

他のご意見の方、或いはその理由として、もっと強く、こ

ういうように意見を述べて押しておきたいとかご意見ござ

いますか。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  ありませんね。では、諮らせていただきます。挙手をお

願いいたします。この陳情を審査することに賛成の委員の

挙手をお願いします。 

 （挙手少数） 

 

委員長  挙手が少数で否決でございましたので、夜勤規制と大幅

増員で安全・安心の医療介護の実現を求める陳情書につき

ましては、机上配付とさせていただきます。 

 

  ２つ目、介護保険制度の抜本改善、大幅な処遇改善を求

める陳情書についての取り扱いは、いかがいたしましょう

か。 

 

小笠原  これはもう介護業界では大変大きな問題になっておりま

す。そして本当に介護業界の方たちは非常に忙しいので、

このような意見書を出してくださいという陳情書を出すに

あたって、やはり説明に来る時間は厳しいのかと理解し、

ぜひ取り上げて審議できればと思っております。以上です。 

 

松﨑  また同じことになってしまうんですけれども、やはりこ

ういった陳情に趣旨説明にいらしてくださらないことには。

趣旨説明者がいらっしゃらない中で議論するのは、ちょっ

と空虚な議論になってしまうんじゃないかなということで、

机上配付とさせていただきます。 

 

委員長  他にご意見を述べたい方おられますか。 

 （「なし」との声あり） 
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委員長  いらっしゃらない。では決をとらせていただきます。介

護保険制度の抜本改善、大幅な処遇改善を求める陳情書に

つきまして、審査することに賛成の委員の挙手をお願いい

たします。 

 （挙手少数） 

 

委員長  挙手少数で否決によりまして、机上配付といたします。 

 

  ３つ目、安全・安心の医療・介護提供体制を守るため、

すべてのケア労働者の処遇改善につなげる報酬 10％以上

の引き上げを求める陳情書につきましての取り扱いはいか

がいたしましょうか。 

 

小笠原  これに関して 10％以上の引き上げというパーセンテー

ジの根拠がわかりづらい陳情だと思っておりますし、趣旨

説明者もいないので、これに関しては重要だとは思うんで

すが、ちょっと審議は難しいのかと考えているので、机上

配付もやむを得ないのかなと思います。 

 

古谷  前の２つと同様に、趣旨説明にはいらっしゃいませんけ

ども、重要な内容だと思いますので、審査付託をお願いし

たいと。委員会付託をお願いしたいと思います。 

 

委員長  その他ご意見ある方は、おられませんね。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  では、挙手、賛否をとらせていただきます。安全・安心

の医療・介護提供制度を守るため、すべてのケア労働者の

処遇改善につなげる報酬 10％以上の引き上げを求める陳

情書につきまして、審査することに賛成の委員の挙手をお

願いいたします。 

 (挙手少数) 

 

委員長  では挙手少数で否決なので、机上配付といたします。 

  

  ４つ目、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める

意見書の採択を求める陳情書の取り扱いはいかがいたしま

しょうか。 

 

小笠原  非常にこの最低賃金の改善は、いまだ道半ばだと思って

おりますので、ぜひこれを取り上げて意見書を上げていた

だければと思いますので、審議したいと考えます。以上で

す。 

 

松﨑  こちらも残念ながら、内容云々言う前にやはり時間をか
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けて、ここで議論するにあたって、趣旨説明にいらっしゃ

らないというのは、私としては、机上配付と言わざるを得

ないと思います。 

 

委員長  他にはございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  では決をとります。最低賃金の改善と中小企業支援の拡

充を求める意見書の採択を求める陳情書について審査する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （挙手少数） 

 

委員長  挙手少数で否決なので、机上配付といたします。  

 

  ５番目、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求

める陳情の取り扱いについて、ご意見をお願いいたします。 

 

小笠原  私学助成も大分進んでいるとは聞いておりますが、やは

りこのように毎年意見書の提出を求める陳情などの運動を

さまざまな方がしていらっしゃるところで少しずつ改善さ

れてきていると聞いております。説明者も来るということ

で、ぜひ取り上げていただきたいと思います。 

 

委員長  他にご意見のある方は、おられないようですね。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  それでは、挙手をしていただきます。国に私学助成の拡

充を求める意見書の提出を求める陳情について、審査する

ことに賛成の委員の挙手をお願いします。 

 （挙手多数） 

 

委員長  挙手多数で可決です。これは教育福祉常任委員会に付託

という取り扱いをいたします。 

 

  ６つ目、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提

出を求める陳情の取り扱いはいかがいたしましょうか。 

 

岡田  これも国と関連してくる話ですが、趣旨説明に見えます

し、審査すべきと思います。 

 

委員長  他のご意見の方は、おられませんね。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  では、神奈川県の決をとります。神奈川県に私学助成の

拡充を求める意見書の提出を求める陳情を審査することに
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賛成の委員の挙手をお願いします。 

 （挙手全員） 

 

委員長  挙手全員で可決です。では、教育福祉常任委員会に付託

といたします。暫時休憩をいたします。 

 

休憩 13 時 59 分 

再開 13 時 59 分 

 

委員長  ７番目に進みます。消費税率の速やかな引下げを国に求

める意見書を提出することを求める陳情についての取り扱

いのご意見をお願いいたします。いかがいたしましょうか。 

 

小笠原  私自身、国にとって消費税は重要だと考えておりますが、

今みたいな状況の中では引下げも検討すべきではないかと

考えております。説明者も来るということなので、ぜひ取

り上げていただければと考えます。 

 

古谷  同様で町民の陳情ですので、ぜひ審議してください。 

 

委員長  その他の方はよろしいですか。では、採決をいたします。

消費税率の速やかな引下げを国に求める意見書を提出する

ことを求める陳情について審査することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

      （挙手全員） 

 

委員長  挙手全員で可決です。では、総務建設経済常任委員会に

付託といたします。以上をもちまして協議事項は以上とな

ります。その他の事項については局長の説明の通りとなり

ますがよろしいでしょうか。その他の事項、日程ですね。 

 （「異議なし」との声あり） 

 

委員長  ご異議なしと認めます。それに決定をいたしました。そ

れでは執行者側の方の退席をお願いいたします。 

                                        

   ②令和８年二宮町議会定例会開催予定表（案）について 

 

委員長  次に資料の続きでございますが、令和８年二宮町議会定

例会開催予定表（案）について議題といたします。事務局

から説明をお願いいたします。 

 

庶務課長  「令和８年二宮町議会定例会開催予定表（案）」、「議

会全員協議会の開催予定（案）」資料に基づく説明。こち

ら通常ですと、月末最後の金曜日、25 日前後の金曜日の１

時半からの開催が通常でございますが、最初の１月 26 日月



 6 

曜日でございますが、こちらの 25 日が日曜日ということで、

その前の週に、通常であれば開催のケースが多くなるかと

思いますが、ちょうどこの時期、新年の賀詞交歓等に係る、

そういった行事が結構入っていることもございましたので、

ここの月につきましては、週明け 26 日の月曜日１時半から

ということで、開催の予定の案を作らせていただいており

ます。説明は以上でございます。 

 

委員長  では、今の事務局の説明の通りでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」との声あり） 

 

委員長  ご異議ございませんね。ご異議なしと認めます。そのよ

うに決定をいたしました。他に委員から何かございますか。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を

閉会といたします。 

                                                      

閉会 14 時 05 分 


